
６．植物検疫制度等 

（１）植物防疫法 

 ア 植物防疫法（抄） 

                                                 昭和 25年５月４日法律第 151号     

                                                 令和４年５月２日法律36号（第4次改正） 

 

（輸入の制限） 

第六条  輸入する植物（栽培の用に供しない植物であつて、検疫有害動植物が付着するおそれが

少ないものとして農林水産省令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。）又は指

定物品（検疫有害動植物が付着するおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものに限る。

以下この章において「検疫指定物品」という。）及びこれらの容器包装は、輸出国の政府機関によ

り発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる

旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。た

だし、次に掲げる植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装については、この限りでない。 

一 植物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する植物又は検疫指定物品及びこれらの

容器包装であるためこの章の規定により特に綿密な検査が行われるもの 

二  農林水産省令で定める国から輸入する植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装であつて、

検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて植

物防疫所の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に送信され、当該電子計算機に備えられ

たファイルに記録されたもの 

2  農林水産省令で定める地域から発送された植物又は検疫指定物品で、第八条第一項の規定によ

る検査を的確に実施するため当該植物の栽培の過程で特定の検疫有害動植物が付着していないこ

とその他の農林水産省令で定める基準に適合していることについてその輸出国で検査を行う必要

があるものとして農林水産省令で定めるものについては、前項の規定によるほか、輸出国の政府

機関によりその検査の結果当該基準に適合していることを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査

証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。この場合においては、

同項ただし書（第一号を除く。）の規定を準用する。 

3  植物、検疫指定物品及び次条第一項に規定する輸入禁止品は、郵便物として輸入する場合を除

き、農林水産省令で定める港及び飛行場以外の場所で輸入してはならない。 

4  植物、検疫指定物品及び次条第一項に規定する輸入禁止品は、小形包装物及び小包郵便物以外

の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第

三項に規定する信書便物（次項において「信書便物」という。）としては、輸入してはならない。 

5  植物、検疫指定物品又は次条第一項に規定する輸入禁止品を小形包装物及び小包郵便物以外の

郵便物又は信書便物として受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えて植物防疫所に届け出な

ければならない。 

6  第一項本文又は第二項の農林水産省令を定める場合には、前条第二項の規定を準用する。 

 

（輸入の禁止） 

第七条  何人も、次に掲げる物（以下「輸入禁止品」という。）を輸入してはならない。ただし、



試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用（第九条第三項各号において「試験研究等用

途」という。）に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 

一  農林水産省令で定める地域から発送され、又は当該地域を経由した植物で、農林水産省令で

定めるもの 

二  検疫有害動植物 

三  土又は土の付着する植物 

四  前各号に掲げる物の容器包装 

2  前項ただし書の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大

臣に許可の申請をしなければならない。 

3  農林水産大臣は、前項の申請に係る輸入禁止品の輸入後においてこれを管理する施設が農林水

産省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、第一項ただし書の許可を

してはならない。 

4  第一項ただし書の許可を受けた場合には、同項ただし書の許可を受けたことを証する書面を添

付して輸入しなければならない。 

5  第一項ただし書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を付することが

できる。 

6  農林水産大臣は、第一項ただし書の許可に係る第三項の施設が同項の技術上の基準に適合しな

くなつたと認めるとき、又は第一項ただし書の許可を受けた者が前項の規定により付された条件

に違反したときは、当該第一項ただし書の許可を取り消し、又は当該輸入禁止品の廃棄その他の

必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

7  第一項第一号の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。 

 

（輸入植物等の検査） 

第八条  植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入した者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に

届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、

植物防疫官から、第六条第一項及び第二項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止品であるかど

うか、並びに検疫有害動植物（農林水産大臣が指定する検疫有害動植物を除く。第七項及び次条

において同じ。）があるかどうかについての検査を受けなければならない。ただし、第三項の規定

による検査を受けた場合及び郵便物として輸入した場合は、この限りでない。 

2  前項の規定による検査は、第六条第三項の港又は飛行場の中の植物防疫官が指定する場所で行

う。ただし、特別の事由があるときは、農林水産大臣が定める基準に適合するその他の場所のう

ち植物防疫官が指定する場所で行うことができる。 

3  植物防疫官は、必要と認めるときは、輸入される植物又は検疫指定物品及びこれらの容器包装

につき、船舶又は航空機内で輸入に先立つて検査を行うことができる。 

4  日本郵便株式会社は、通関手続が行われる事業所において、植物、検疫指定物品又は輸入禁止

品を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅

滞なく、その旨を植物防疫所に通知しなければならない。 

5  前項の通知があつたときは、植物防疫官は、同項の小形包装物又は小包郵便物の検査を行う。

この場合において、検査のため必要があるときは、日本郵便株式会社の職員の立会いの下に当該



郵便物を開くことができる。 

6  前項の規定による検査を受けていない小形包装物又は小包郵便物であつて植物又は検疫指定

物品を包有しているものを受け取つた者は、その郵便物を添え、遅滞なく、その旨を植物防疫所

に届け出て、植物防疫官の検査を受けなければならない。 

7  農林水産省令で定める種苗については、植物防疫官は、第一項、第三項、第五項又は前項の規

定による検査の結果、検疫有害動植物があるかどうかを判定するためなお必要があるときは、農

林水産省令で定めるところにより、当該植物の所有者に対して隔離栽培を命じてその栽培地で検

査を行い、又は自ら隔離栽培を実施することができる。 

8  植物防疫官は、外国から入港した船舶又は航空機に乗つてきた者に対して、その携帯品（第一

項又は第三項の規定による検査を受けた物を除く。）のうちに植物、検疫指定物品又は輸入禁止品

が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当

該携帯品の検査を行うことができる。 

 

（種苗の検査） 

第十三条  農林水産大臣の指定する繁殖の用に供する植物（以下「指定種苗」という。）を生産す

る者（以下「種苗生産者」という。）は、毎年その生産する指定種苗について、その栽培地におい

て栽培中に、植物防疫官の検査を受けなければならない。 

※（告示）検査を受けるべき種苗及び適用除外地域の指定に関する件 

 ※（告示）種馬鈴しょ検疫規程 

2  植物防疫官は、前項の検査のみによつては有害動物又は有害植物を駆除し、又はそのまん延を

防止する目的を達することができないと認めるときは、指定種苗の栽培前若しくは採取後におけ

る検査をあわせて行うことができる。 

3  植物防疫官は、第一項又は前項の規定による検査の結果、指定種苗に農林水産大臣の指定する

有害動物及び有害植物がないと認めたときは、当該種苗生産者に対して、合格証明書を交付しな

ければならない。 

4  指定種苗は、前項の合格証明書又は植物防疫官の発行するその謄本若しくは抄本を添付してあ

るものでなければ、譲渡し、譲渡を委託し、又は当該検査を受けた栽培地の属する都道府県の区

域外に移出してはならない。 

5  植物防疫官は、第一項又は第二項の規定による検査により、第三項の有害動物又は有害植物が

あると認めたときは、その検査を中止し、当該種苗生産者に対し、当該有害動物又は有害植物を

駆除し、又はそのまん延を防止するため必要と認める事項を口頭又は文書により指示しなければ

ならない。 

6  前項の指示を受けた種苗生産者は、当該指示に従つて必要な駆除予防をした場合には、植物防

疫官に対し、当該指定種苗について第一項又は第二項に規定する検査を継続すべきことを申請す

ることができる。 

7  第一項の指定をする場合には、第五条の二〔検疫有害動植物〕第二項の規定を準用する。 

 

（適用除外） 

第十六条  次に掲げる指定種苗については、第十二条から前条までの規定は適用しない。 



一  農林水産大臣の指定する地域で生産される指定種苗 

※（告示）検査を受けるべき種苗及び適用除外地域の指定に関する件 

二  都道府県又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が生産し、かつ、農林水産

大臣の定める基準に従って自ら検査する指定種苗 

三  種苗生産者が同一都道府県の区域内で自ら繁殖の用に供するため生産する指定種苗 

 

（植物等の移動の制限） 

第十六条の二  農林水産省令で定める地域内にある植物又は指定物品で、有害動物又は有害植物

のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定め

るもの及びこれらの容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるとこ

ろにより、植物防疫官が、その行う検査の結果有害動物又は有害植物が付着していないと認め、

又は農林水産省令で定める基準に従つて消毒したと認める旨を示す表示を付したものでなければ、

他の地域へ移動してはならない。 

2  前項の農林水産省令を定める場合には、第五条の二〔検疫有害動植物〕第二項の規定を準用す

る。 

 

（植物等の移動の禁止） 

第十六条の三  農林水産省令で定める地域内にある植物、有害動物若しくは有害植物又は土で、

有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるものとし

て農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、他の地域へ移動してはならない。ただし、

試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 

2  前項の農林水産省令を定める場合には第五条の二第二項の規定を、前項ただし書の場合には第

七条第二項から第六項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項中「輸入禁止品の

輸入後」とあるのは「植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装の移動後」

と、同条第四項中「輸入しなければ」とあるのは「移動しなければ」と、同条第五項中「輸入の方

法、輸入後の管理方法」とあるのは「移動の方法、移動後の管理方法」と、同条第六項中「輸入禁

止品」とあるのは「植物、有害動物若しくは有害植物若しくは土及びこれらの容器包装」と読み

替えるものとする。 

 

（防除の内容） 

第十八条  農林水産大臣は、第十七条第一項の規定による防除を行うため必要な限度において、

次に掲げる命令をすることができる。 

一  有害動物又は有害植物が付着し、又は付着するおそれがある植物を栽培する者に対し、当該

植物の栽培を制限し、又は禁止すること。 

 ※（告示）イモゾウムシ及びアリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 

 ※（告示）ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令 

二  有害動物若しくは有害植物又はこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物、

土、農機具若しくは運搬用具その他の物品若しくはこれらの容器包装の譲渡又は移動を制限し、

又は禁止すること。 



三  有害動物若しくは有害植物又はこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物若

しくは土若しくはこれらの容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該有害動物若しくは有

害植物又は当該植物若しくは土若しくはこれらの容器包装の消毒、除去、廃棄その他の必要な措

置を命ずること。 

四  有害動物又は有害植物が付着し、又は付着しているおそれがある農機具、運搬用具その他の

物品又は倉庫その他の施設を所有し、又は管理する者に対し、その消毒その他の必要な措置を命

ずること。 

2  第十七条第一項の場合において、緊急に防除を行う必要があるため同条第二項又は前条第五項

の規定によるいとまがないときは、農林水産大臣は、その必要の限度において、第十七条第二項

の規定による告示をしないで、前項各号の命令をし、又は植物防疫官に有害動物若しくは有害植

物若しくはこれらが付着し、若しくは付着しているおそれがある植物若しくは土若しくはこれら

の容器包装の消毒、除去、廃棄その他の必要な措置若しくは有害動物若しくは有害植物が付着し、

若しくは付着しているおそれがある農機具、運搬用具その他の物品若しくは倉庫その他の施設の

消毒その他の必要な措置をさせることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

イ 植物防疫法施行規則（抄）  

                                 昭和 25年６月 30日 農林省令第 73号 

                        最終改正：令和６年６月５日 農林水産省令第 32号 

 

（基準に適合していることについての検査を要する植物等） 

第五条の二  法第六条［輸入の制限］第二項の農林水産省令で定める地域、植物又は検疫指定物

品及び基準は、別表一の二のとおりとする。 

2  前項に掲げる植物は、栽培の過程で検査を行う必要があるものについては、同項の地域におい

て栽培されたものに限るものとする。 

 

（輸入禁止地域及び輸入禁止植物） 

第九条  法第七条［輸入の禁止］第一項第一号の農林水産省令で定める地域及び植物は、次のと

おりとする。 

 一  別表二に掲げる地域及び植物 

 二  別表二の二に掲げる地域及び植物（同表に掲げる基準に適合しているものを除く。） 

 三  別表一の二に掲げる地域及び植物（栽培の過程で検査を行う必要があるものであつて同表に

掲げる地域において栽培されていないものに限る。） 

 

（農林水産省令で定める種苗） 

第十四条  法第八条［輸入植物等の検査］第七項の種苗を次のように定める。ただし、輸入後栽

培されないでそのまま輸出される物を除く。 

 一  ゆり、チユーリツプ、ヒヤシンス等の球根 

 二  ばれいしよの塊茎及びさつまいもの塊根 

 三  かんきつ類、りんご、なし、くり等の果樹苗木 

 四  さとうきびの生茎葉及び地下部 

 

（移動制限地域及び移動制限植物等） 

第三十五条の二  法第十六条の二［植物等の移動の制限］第一項の地域及び植物又は指定物品を

別表三及び別表四のとおり定める。 

 

（移動検査及び検査確認の表示） 

第三十五条の四  法第十六条の二［植物等の移動の制限］第一項の検査（以下この条において「移

動検査」という。）は、次の各号に掲げるものについて行う。 

 一  別表三の一の項、二の項、五の項及び六の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定

物品の欄に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装 

 二  別表三の三の項及び四の項の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄に掲げ

る植物又は指定物品 



2  移動検査は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。ただし、当該植物、指定物

品又はこれらの容器包装の所在地で移動検査を受けたい旨の申請があつた場合において、次の各

号のいずれかに該当するときは、当該所在地で行うことができる。 

 一  前項各号に掲げる植物、指定物品又はこれらの容器包装について、当該植物又は指定物品の

数量が多く、かつ、不合格品の補充の便宜等のため必要があると認めるとき。 

 二  前号のほか、前項第二号に掲げる植物について、移動検査を行う間における当該植物の栽培

の管理等のため必要があると認めるとき。 

3  移動検査を受けようとする者は、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装を移動しようとす

る日の二日前まで（前項ただし書の場合には移動検査を受けようとする日の五日前まで）に植物

防疫官に検査申請書（第二十二号の四様式）を提出しなければならない。 

4  植物防疫官は、前項の規定により移動検査を申請した者に対し、あらかじめ移動検査の期日を

通知しなければならない。 

5  第三項の規定により移動検査を申請した者には、第十二条の規定を準用する。 

6  法第十六条の二第一項の有害動物又は有害植物が付着していないと認める旨を示す表示は、移

動検査の結果、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に別表三の備考の欄に掲げる有害動物

又は有害植物が付着していないと認めた場合に、当該植物、指定物品又はこれらの容器包装に検

査合格証明書（第二十二号の五様式）若しくは検査合格証票（第二十二号の六様式）を添付し、

又は検査合格証印（第二十二号の七様式）を押印し、若しくは検査合格証紙（第二十二号の八様

式）を貼り付けてするものとする。 

 

（消毒の確認及び確認の表示） 

第三十五条の五  法第十六条の二［植物等の移動の制限］第一項の消毒の確認（以下この条にお

いて「消毒の確認」という。）は、別表四の地域の欄に掲げる地域内にある植物又は指定物品の欄

に掲げる植物又は指定物品及びこれらの容器包装について行う。 

2  消毒の確認は、植物防疫所又は植物防疫所長の指定する場所で行う。 

3  消毒の確認を受けようとする者は、当該確認を受けようとする消毒を行う二日前までに植物防

疫官に消毒確認申請書（第二十二号の九様式）を提出しなければならない。 

4  植物防疫官は、前項の規定により消毒の確認を申請した者に対し、あらかじめ消毒の確認の期

日を通知しなければならない。 

5  第三項の規定により消毒の確認を申請した者には、第十二条の規定を準用する。 

6  法第十六条の二第一項の消毒したと認める旨を示す表示は、消毒の確認をした場合に、当該植

物、指定物品又はこれらの容器包装に消毒確認証明書（第二十二号の十様式）若しくは消毒確認

証票（第二十二号の十一様式）を添付し、又は消毒確認証印（第二十二号の十二様式）を押印し、

若しくは消毒確認証紙（第二十二号の十三様式）を貼り付けてするものとする。 

 

（移動禁止地域及び移動禁止植物等） 

第三十五条の七  法第十六条の三［植物等の移動の禁止］第一項の農林水産省令で定める地域内

にある植物で農林水産省令で定めるものを別表六のとおり定める。 



2  法第十六条の三第一項の農林水産省令で定める地域内にある有害動物又は有害植物で農林水

産省令で定めるものを別表七のとおり定める。 

 



（２）植物防疫法に基づく輸入規制

　ア  植物防疫法施行規則　別表一の二（第５条の2関係（植物防疫法第６条関係））

         輸出国で栽培地検査を要する地域、植物及び検疫有害動植物

                                              最終改正　令和6年11月8日農林水産省令第57号

（ア）かんしょ関係抜粋

　　該当なし

（イ）ばれいしょ関係抜粋

地域 植物 検疫有害植物

九

インド、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、トルコ、レバノン、

アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウ

ズベキスタン、オーストリア、北マケドニア共和国、キプロス、ギリ

シャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、

タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブル

ガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、

モルドバ、モンテネグロ、ルーマニア、アルジェリア、カナリア諸島、南

アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、チリ、ブラジル、ペ

ルー、オーストラリア

おふくかずら、おらんだいちご、オリーブ、せいよういとすぎ、せんにちこう、つ

た、とうぐわ、トマト、ひめいらくさ、ペチュニア、まるばたばこ、あかざ属植物、

いちじく属植物、さくら属植物、とねりばはぜのき属植物、なす属植物、ばら属植

物、ぶどう属植物、まつ属植物及びみかん属植物の生植物の地下部であつて栽培の用

に供し得るもの

輸出国の政府機関によりその栽培地において行わ

れたXiphinema index（ブドウオオハリセンチュ

ウ）を発見するために適切と認められる方法によ

る検査の結果Xiphinema index（ブドウオオハリ

センチュウ）に侵されていないこと。

イ　植物防疫法施行規則　別表二（第９条関係（植物防疫法第７条関係））

  　　　輸入禁止地域、植物及び検疫有害動植物

                                              最終改正　令和２年11月２日農林水産省令第75号　

（ア）かんしょ関係抜粋

地域 植物 検疫有害植物

六

インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、

台湾、チャゴス諸島、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、東

ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャ

ンマー、モルディブ、ラオス、アフリカ、アメリカ合衆国、ガイアナ、グ

アテマラ、西インド諸島、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラ

リア、オーストラリア領クリスマス島、ココス諸島、パプアニューギニ

ア、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア 

おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎

葉及び生塊根等の地下部 

Cylas formicarius（アリモドキゾウムシ）

七

中華人民共和国、アメリカ合衆国、ガイアナ、スリナム、西インド諸島、

パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ペルー、ノー

フォーク島、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア

あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下

部  

Euscepes postfasciatus（イモゾウムシ）

十三

アメリカ合衆国、ハワイ諸島

アボカド、アルファルファ、いんげんまめ、インディゴフェラ・ヒルスタ、オクラ、

きだちとうがらし、こしよう、さつまいも、さとうきび、すいか、だいこん、だい

ず、テーダまつ、とうがらし、とうもろこし、トマト、にがうり、パインアップル、

ピヌス・エリオッティ、ペポかぼちや、メロン、らつかせい（さやのない種子を除

く。）、リーキ、れいし、アンスリューム属植物（付表第四十九に掲げるものを除

く。）、ばしよう属植物、ふだんそう属植物及びみかん科植物の生植物の地下部  

Radopholus citrophilus（カンキツネモグリセン

チュウ）

（イ）ばれいしょ関係抜粋

地域 植物 検疫有害植物

一

イエメン、イスラエル、イラク、イラン、サウジアラビア、シリア、トル

コ、ヨルダン、レバノン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英領チャ

ネル諸島、オーストリア、オランダ、北マケドニア共和国、キプロス、ギ

リシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビ

ア、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ボスニア・

ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モンテネグロ、ルー

マニア、ロシア、アフリカ、バミューダ諸島、アルゼンチン、ウルグア

イ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビ

ア、ニカラグア、西インド諸島（キューバ及びドミニカ共和国を除

く。）、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペ

ルー、ボリビア、ホンジュラス、オーストラリア（タスマニアを除

く。）、ハワイ諸島    

（前略）

もちのき属植物、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、わた属植物、あかてつ科植

物、さぼてん科植物（イエローピタヤ及びヒロセレウス・ポリリズスを除く。）、な

す科植物（付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。）、ばら科植物（付表第三及

び第三十一に掲げるものを除く。）及びみかん科植物（付表第四から第八まで、第三

十九、第四十五、第五十六、第六十五、第七十三及び第七十八に掲げるものを除

く。）の生果実

Ceratitis capitata（チチュウカイミバエ）

二

インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、

台湾、中華人民共和国（香港を除く。以下この表において同じ。）、ネ

パール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブー

タン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、オ

マーン、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、

ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニア

ビサウ、ケニア、コートジボアール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主

共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、

セネガル、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、トーゴ、ナイジェ

リア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツ

ワナ、マイヨット、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ共和国、

モザンビーク、モーリシャス、モーリタニア、リベリア、ルワンダ、レユ

ニオン、スリナム、フランス領ギアナ、オーストラリア領クリスマス島、

パプアニューギニア、ハワイ諸島、フランス領ポリネシア、ミクロネシア

（前略）

あかたねのき属植物、かき属植物、カリッサ属植物、ぐみ属植物、コーヒー

ノキ属植物、さくら属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なし属

植物、なす属植物、なつめ属植物（付表第六十三に掲げるものを除く。）、

にんめんし属植物、ばしよう属植物（成熟していないバナナの生果実を除

く。）、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎ

とらのお属植物、ヒロセレウス属植物（イエローピタヤ並びに付表第五十二

及び第五十五に掲げるものを除く。）、ふくぎ属植物（付表第四十に掲げる

ものを除く。）、ぶどう属植物（付表第三十二及び第五十四に掲げるものを

除く。）、ふともも属植物、マンゴウ属植物（付表第十五から第十七まで、

第三十六、第四十八、第五十、第五十七及び第六十一に掲げるものを除

く。）、ユーゲニア属植物、ランサ属植物、リカニア属植物、ロリニア属植

物及びあかてつ科植物の生果実

Bactrocera dorsalis species complex（ミカンコ

ミバエ種群）

https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/gallery/byougai.html#colorado_hamusi
https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/gallery/byougai.html#colorado_hamusi


三

オーストラリア（タスマニアを除く。）、ニューカレドニア、パプ

アニューギニア、フランス領ポリネシア  

（前略）

アクロニチア属植物、かき属植物、きいちご属植物、くわ属植物、コーヒーノキ属植

物、すのき（こけもも）属植物、とけいそう属植物、なし属植物、なす属植物、なつ

め属植物、にんめんし属植物、ばしよう属植物（成熟していないバナナの生果実を除

く。）、ばんれいし属植物、ぶどう属植物（付表第五十九に掲げるものを除く。）、

ふともも属植物、マンゴウ属植物（付表第二に掲げるものを除く。）、ももたまな属

植物、ユーゲニア属植物、りんご属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果

実

Bactrocera tryoni（クインスランドミバエ） 

八

インド、ネパール、ブータン、トルコ、欧州（アルバニア、キプロ

ス、ギリシャ及びラトビアを除く。）、アルジェリア、チュニジ

ア、南アフリカ共和国、カナダ、ウルグアイ、エクアドル、フォー

クランド諸島、ペルー、ボリビア、ニュージーランド  

なす科植物の生茎葉及び生塊茎等の地下部 Synchytrium endobioticum（ジャガイモがんし

ゆ病菌）

九 

中華人民共和国、イラク、イラン、トルコ、アゼルバイジャン、ア

ルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国（グレー

ト・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同

じ。）、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北

マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、

ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビ

ア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フ

ランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェ

ゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、リト

アニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、

カナダ、メキシコ

あざみ属植物、もうずいか属植物及びなす科植物の生茎葉 Leptinotarsa decemlineata（コロラドハムシ）

十

インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、フィリピン、イ

スラエル、イラン、トルコ、レバノン、アイスランド、アイルラン

ド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズ

ベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフ

スタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、ジョージ

ア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、

タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、

ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、

ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、

ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルクセン

ブルク、ロシア、アルジェリア、ウガンダ、エジプト、カナリア諸

島、ケニア、南アフリカ共和国、ルワンダ、アメリカ合衆国、カナ

ダ、アルゼンチン、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チ

リ、ニカラグア、パナマ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビ

ア、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド

あかざ属植物及びなす科植物（付表第四十六に掲げるものを除く。）の生塊茎等の地

下部 

Globodera rostochiensis（ジャガイモシストセ

ンチュウ） 

十一

インド、パキスタン、トルコ、アイスランド、アイルランド、アゼ

ルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタ

ン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、

キプロス、ギリシャ、キルギス、ジョージア、スイス、スウェーデ

ン、スペイン、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、

ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンラン

ド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラト

ビア、リトアニア、ロシア、アルジェリア、カナリア諸島、ケニ

ア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、コスタリ

カ、コロンビア、チリ、パナマ、フォークランド諸島、ベネズエ

ラ、ペルー、ボリビア、ニュージーランド 

なす科植物（付表第四十六に掲げるものを除く。）の生塊茎等地下部 Globodera pallida（ジャガイモシロシストセン

チュウ） 

十二

ミャンマー、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、

イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州（オランダ及

びキプロスを除く。）、アルジェリア、エジプト、チュニジア、南

アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、ア

ルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、キューバ、グアテマ

ラ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイ

チ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ホンジュラス、メキシ

コ、オーストラリア（タスマニアを除く。）  

なす科植物（付表第二十七、第三十、第四十二、第四十七及び第六十二に掲げるもの

を除く。）の生茎葉及び生果実 

Peronospora tabacina（タバコべと病菌）



（３）輸入検疫について 

 ア 輸入植物等の検査（隔離検疫）について（植物防疫法第８条関係） 

 

輸入植物検疫は、原則として輸入時に輸入された港や空港、郵便局において目視で検査をし、

必要に応じて植物防疫所の検定室に持ち込んで綿密な検査を行います。 

しかしながら、栽培用の種子、苗、穂木、球根などの種苗は、輸入時の検査だけでは発見が困

難なウイルス病などに汚染されている可能性があり、かつ、これら種苗類は国内のほ場に直接植

え付けられ長期間栽培されるため病害虫侵入の危険性が非常に高まります。 

このため、特にリスクの高い種苗類（隔離検疫対象植物）については日本への輸入に際して、

他の植物類が栽培されているほ場とは隔離されたほ場に一定期間植え付け、栽培期間中に検査を

行う隔離検疫が行われます。 

隔離検疫の対象となる植物は具体的に決められています。詳細は輸出入条件詳細情報で検索す

ることができますのでご利用ください。 

隔離検疫の実施手続き等の詳細につきましては、お近くの植物防疫所へお問い合わせください。 

   

○ 隔離検疫が必要な植物（組織培養体も含む）（抜粋）  

   一 ゆり、チユーリツプ、ヒヤシンス等の球根 

   二 ばれいしよの塊茎及びさつまいもの塊根  

   三 かんきつ類、りんご、なし、くり等の果樹苗木  

   四 さとうきびの生茎葉及び地下部 

  五 パインアップル苗 



イ 輸入解禁要請に関する検証の標準的手続きのフローチャート

★ 輸出国による輸入解禁の要請

試験又は調査の計画の提出

（輸出国側）

日本側植物検疫専門家による計画の確認

★ 妥当な場合 妥当でない場合

計画内容の変更の要請

計画の確定

試験データ又は調査データの提出

（輸出国側）

日本側植物検疫専門家による試験

（調査）データの確認

★ 妥当な場合 妥当でない場合

データ修正並びに試験

データの要請

現地確認試験又は現地確認調査の計画の提出

（輸出国側）

日本側植物検疫専門家による計画の確認

妥当な場合 妥当でない場合

計画内容の変更の要請

★ 日本側植物

検疫専門家

による現地

確 認 試 験

（調査）

現地確認試験（調査）データの提出（輸出国側）

日本側植物検疫専門家による現地確認試験（調査）

データの確認



妥当でない場合

再試験等の要請

★妥当な場合

公聴会の開催 パブリックコメントによる

意見の募集

意見の集約

輸入解禁の妥当性について最終確認

（技術的検討）

妥当な場合 妥当でない場合

植物検疫関係 再協議

規 則 の 改 正

（輸入解禁）

★：進捗状況を公表する時期

（「通商弘報」に公表）



 ウ 輸入解禁要請等の進捗状況  （ 令和７年４月 30日現在） 

 

要請の対象 

 

 

 

 

 

 

解禁要請

年月 

 

 

 

 

 

協議対象 

検疫有害 

動植物の特定 

 

 

 

関係者への

意見聴取 

 

要請国におけ

るリスク管理措

置の実施体制

の評価 

 

パブリックコメント

の募集終了 

インド産ばれいしょ 

生塊茎 

2018年 

2月 

 

 

 

 

 

 

 

 

オランダ産ばれいしょ

生塊茎 

1995年 

5月 

 

 

 

 

 

 

 

 

カナダ産 

加工用ばれいしょ

生塊茎 

2017年 

11月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペルー産ばれいし

ょ生塊茎 

2018年 

5月 

  

 

 

 

 

 

ニュージーランド

産ばれいしょ生塊

茎 

2006年 

7月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカ合衆国産

ばれいしょ生塊茎 

2020年 

３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エ 輸入解禁条件の変更要請に関する検証の現状 （ 令和７年４月 30日現在） 

 

変更要請の対象 

 

変更要請年月 

 

変更要請の概要 

 

検討状況 

 

アメリカ

合衆国 

 

 

 

 

 

 

ポテトチッ

プ加工用ば

れいしょ生

塊茎 

 

 

 

 

2017年10月 

 

 

 

輸入後の全ての

国内規制の撤廃 

 

 

リスク管理措置について協議中 

 

2018年9月 

 

 

 

全ての加工用途

の許可 

 

 

リスク管理措置について協議中 

 



（４）イモゾウムシ・アリモドキゾウムシ等発生地域 

 

（ア）植物防疫法第 16条の２（植物等の移動の制限）に係る移動制限地域及び植物 

      （植物防疫法施行規則 別表三（第 35条の２、第 35の４関係）抜粋） 

地  域 

 

植  物 

 

備考（まん延防止を必 

要とする有害動物） 

二 

北緯三十度以南の南西諸島（大東

諸島を含む。） 

 

 

 

 

さつまいも属植物の生茎

葉及び生塊根等の地下部

（さつまいもの生塊根で

あって第三十五条の五第

一項の消毒の確認を受け

たものを除く。） 

 

サツマイモノメイガ 

 

 

 

 

 

  

（植物防疫法施行規則 別表四（第 35条の２、第 35の５関係）抜粋） 

地  域 

 

植  物 

 

備考（まん延防止を必 

要とする有害動物） 

三 

北緯二十九度十一分以南の南

西諸島（大東諸島を含む。）

、小笠原諸島 

さつまいもの生塊根 イモゾウムシ 

四 

北緯三十度以南の南西諸島（

大東諸島を含み、津堅島、久

米島、奥武島（沖縄県島尻郡

久米島町）及びオーハ島を除

く。）、小笠原諸島 

さつまいもの生塊根 アリモドキゾウムシ 

五 

北緯三十度以南の南西諸島（

大東諸島を含む。） 

さつまいもの生塊根 サツマイモノメイガ 

  注：北緯 29度 11分以南は宝島以南に相当 

   北緯 30度以南はトカラ列島以南に相当 

 



（イ）移動制限地域内の移動制限植物について消毒したと認める基準 

   （植物防疫法施行規則 別表五（第 35条の６関係）抜粋） 

 

植物 

消毒の方法  

備  考 方 法 消毒基準温度 消毒時間 

さつまい

もの生塊

根 

 

 

 

 

 

 

 

蒸熱処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47～48度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３時間10分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ さつまいもの生塊根の蒸熱処理

は、湿度95パーセント以上の蒸熱

処理庫内において、当該蒸熱処理

庫内の温度を４時間で31度から41

度まで一定の上昇率で上げてから

行う。 

９ 消毒基準温度は、くん蒸にあつ

てはくん蒸庫内の温度とし、蒸熱

処理にあつては生果実又は生塊根

の中心の温度とする。 

 

（ウ）植物防疫法第 16条の３（植物等の移動の禁止）に係る移動禁止地域及び植物 

     （植物防疫法施行規則 別表六（第 35条の７関係）抜粋） 

地  域 

 

植  物 

 

備考（まん延防止を必要

とする有害動物） 

二 

北緯二十九度十一分以南の南西諸

島（大東諸島を含む。）、小笠原

諸島 

 

 

さつまいも属植物、あさがお

属植物及びひるがお属植物の

生茎葉及び生塊根等の地下部

（さつまいもの生塊根を除く

。） 

 

イモゾウムシ 

 

 

 

 

四 

北緯三十度以南の南西諸島（大東

諸島を含み、津堅島、久米島、奥

武島（沖縄県島尻郡久米島町）及

びオーハ島を除く。）、小笠原諸

島 

 

おおばはまあさがお、あさが

お属植物、さつまいも属植物

及びひるがお属植物の生茎葉

及び生塊根等の地下部（さつ

まいもの生塊根を除く。） 

 

アリモドキゾウムシ 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５）ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令 

沿革 

平成 28年 9月 23日 農林水産省令第六十一号 

平成 29年 10月 4日 農林水産省令第六十号 

令和 2年 2月 28日 農林水産省令第十号 

令和 2年 5月 13日 農林水産省令第三十六号 

令和 2年 9月 16日 農林水産省令第六十二号 

令和 2年 12月 21日 農林水産省令第八十三号 

令和 3年 4月 2日 農林水産省令第二十七号 

令和 5年 5月 8日 農林水産省令第三十一号 

 

植物防疫法（昭和二十五年法律第百五十一号）第十八条第一項の規定に基づき、ジャガイモ

シロシストセンチュウの緊急防除に関する省令を次のように定める。 

  

（趣旨） 

第一条  この省令は、ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除を行うため必要な措置に

つき定めるものとする。 

  

（防除区域） 

第二条  ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除を行う区域（以下「防除区域」という。）

は、植物防疫法第十七条第二項第一号に基づき農林水産大臣が告示する区域とする。 

  

（作付けの禁止） 

第三条  防除区域においては、なす科植物（ソラヌム・シシンブリーフォリウム及びソラヌ

ム・ペルビアヌム並びにジャガイモシロシストセンチュウの防除を行うことを目的として栽

培されるトマトを除く。以下この条及び次条第二項において同じ。）の作付けをしてはならな

い。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。 

一  植物防疫官がその行う検査の結果ジャガイモシロシストセンチュウが存在していると認

めたほ場以外の場所においてなす科植物の作付けをする場合 

二  試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けてなす科植物の作付けをする場合 

  

（作付けの許可） 

第四条  前条第二号の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を

経由して農林水産大臣に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。 

2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、ジャガイモシロシストセン

チュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該なす科植物の栽培の方

法その他の事項につき必要な条件を付して作付けを許可し、同項の規定により申請をした者

に対し、別記様式第二号による許可証明書を交付するものとする。 



3 前項の許可証明書の交付を受けた者は、当該許可に係るほ場の見やすい場所に、別記様式

第三号による表示を行わなければならない。 

  

（移動の制限） 

第五条  次に掲げるもの（以下「移動制限植物等」という。）は、植物防疫官がその行う検査

の結果ジャガイモシロシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられて

いると認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域に移動させてはな

らない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合、及び調査を

行うため、植物防疫官（植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県

知事又は市町村長に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又

は当該都道府県知事若しくは市町村長の指定する職員）が移動制限植物等を防除区域以外の

地域へ移動しようとする場合には、この限りでない。 

一  防除区域内で生産されたなす科植物の生塊茎等の地下部 

二  防除区域内で生産されたなす科植物以外の植物の地下部のうち土の付着したもの 

三  防除区域以外の地域で生産された植物の地下部であって、防除区域内で生産された植物

の地下部のうち土の付着したものと混在したもの 

四  前三号に掲げるものの容器包装 

2 前項の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする日の二日前までに植物防疫

官に別記様式第四号による検査申請書を提出しなければならない。 

3 植物防疫官は、前項の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知

しなければならない。 

4 第一項の検査の結果、当該移動制限植物等についてジャガイモシロシストセンチュウのま

ん延を防止するための適切な措置が講じられていると認めたときは、植物防疫官は、第二項

の規定により検査を申請した者に対し、別記様式第五号による検査合格証明書を交付するも

のとする。 

  

（移動の許可） 

第六条  前条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物

防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第六号による申請書を提出しなければならない。 

2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、ジャガイモシロシストセン

チュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該移動制限植物等の移動

の方法及び移動後の管理の方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、同項

の規定により申請をした者に対し、別記様式第七号による許可証明書を交付するものとする。 

3 前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る移動制限植物等に添付して

移動させなければならない。 

  

（廃棄の措置） 

第七条  防除区域内に存在する移動制限植物等のうちジャガイモシロシストセンチュウが付



着し、又は付着しているおそれがあるもので、ジャガイモシロシストセンチュウのまん延を

防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であ

って、植物防疫官によりこれを廃棄すべきことを命ぜられた者は、植物防疫官（植物防疫法

第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が都道府県知事又は市町村長に対し廃棄の措置

に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は当該都道府県知事若しくは

市町村長の指定する職員）の指示に従い、これを廃棄しなければならない。 

  

附  則 

（施行期日） 

第一条  この省令は、平成二十八年十月二十三日から施行する。 

（この省令の失効） 

第二条  この省令は、令和八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までに

した行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有す

る。 

附  則（平成二十九年十月四日農林水産省令第六十号） 

この省令は、平成二十九年十一月三日から施行する。 

附  則（令和二年二月二十八日農林水産省令第十号） 

この省令は、令和二年四月一日から施行する。 

附  則（令和二年五月十三日農林水産省令第三十六号） 

この省令は、令和二年六月十二日から施行する。 

附  則（令和二年九月十六日農林水産省令第六十二号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

附  則（令和二年十二月二十一日農林水産省令第八十三号） 

（施行期日） 

第一条  この省令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」

という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って

使用することができる。 

附  則（令和三年四月二日農林水産省令第二十七号） 

この省令は、公布の日から施行する。 

 

別表（第二条関係） 

北海道網走市稲富、音根内、昭和、豊郷、中園、藻琴及び山里 

北海道斜里郡清里町神威 

北海道斜里郡斜里町以久科北、川上、豊倉、中斜里、美咲、三井及び来運 
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